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訂正箇所 現在 訂正後 理由 

第 3章 役

員 

（報酬等） 

第 20 条 

第 20 条 役員の報酬に関して

は、総会において別に定める。 

２ 役員には、その業務を執行

するために要した費用を弁償

することができる。 

第 20 条 役員は、原則として無

報酬とする。ただし、本会の事業

運営上必要があると認められる

場合に限り、役員総数の３分の

１以下の範囲で役員に報酬を支

給することができる。 

２.前項に規定する役員報酬の具

体的な取扱いについては、理事

会の議決を経て、代表理事が別

に定める。 

３．役員には、その業務を執行す

るために要した費用を弁償する

ことができる。 

・団体内において役員報

酬規程を改訂・整備した

ことにより、透明性を確

保できる体制が整った。 

・今後は、この規程に基

づき、理事会の議決を経

たうえで具体的な取扱い

を定めることで、法人運

営の実態に即した、適切

かつ機動的な対応を可能

とする。 

 

第 6章 評

議 員 会 

（選任） 

第 42 条 

 

第 42 条 評議員は、総会にお

いて正会員（法人または団体に

あってはその代表者もしくは

これに準ずる者とする。）の中

から選任する。ただし、特に必

要が認められる場合には、評議

員にあってはその総数の５分

の１を越えない範囲内で、正会

員以外の者を評議員に選任す

ることができる。 

第 42 条 評議員は、総会におい

て正会員（法人または団体にあ

ってはその代表者もしくはこれ

に準ずる者とする。）の中から選

任する。ただし、特に必要が認め

られる場合には、評議員にあって

はその総数の２分の１を越えな

い範囲内で、正会員以外の者を

評議員に選任することができ

る。 

・当会では、評議員の役

割を、「運営責任を負わな

い自由な立場からDEAR

の組織や事業に対して意

見・提案すること」と位

置付けている。 

・当会の事業内容の多様

化や社会的責任の高まり

を踏まえると、より多角

的かつ専門的な視点を評

議員会に取り入れる必要

性が高まっている。 

・外部有識者や専門家等

をより柔軟に登用できる

よう、正会員以外の者（（サ

ポーターや賛助会員も含

む）を評議員に選任でき

る割合を「総数の 2 分の

1 を超えない範囲」に拡

大することとする。 

 

 

以上 

 


